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　チリ共和国では、産業・経済の発展とサンチアゴ首都圏への人口集中に伴って、大気

汚染、水質汚濁、廃棄物等の公害問題が顕在化し、自然環境の破壊も進行して、環境問

題に積極的に取り組む必要が出てきた。このためチリ国政府は、環境問題の調査研究、

情報提供、人材育成、環境影響評価等を行う環境センターの設立を計画し、1992年にわ

が国にプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団（JICA）は各種調査を重ねたうえ、1995年１月に実施協

議調査団を派遣して討議議事録（R/D）の署名を取り交わし、同年６月から５年間にわた

る技術協力を開始した。

　今般、プロジェクト終了が半年後に迫ったため、1999年11月１日から同13日まで、国

際協力事業団国際協力専門員、田中研一氏を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣

し、チリ側評価チームと合同でプロジェクト活動の最終評価を行った。その結果、プロ

ジェクトはある程度の達成はみたものの、建物・施設の建設が遅れたことから、当初目

標の達成には到っているとは言えず、このため同調査団は、２年程度の協力延長を前向

きに検討するよう提案した。

　本報告書は、同調査団の評価・協議結果を取りまとめたもので、今後の展開のために

広く活用されることを願うものである。

　ここに、調査にご協力いただいた外務省、環境庁、気象庁、厚生省、大阪市、在チリ

日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層の

ご支援をお願い申し上げる次第である。
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１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣１．終了時評価調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　(1) 経　緯

　　　チリ国では産業、経済の発展およびサンチアゴ首都圏への人口集中に伴い、自動車排気ガ

ス、工場や家庭からの廃水および廃棄物による公害問題が顕在化し、環境問題に積極的に取

り組む必要が生じてきた。このような状況のもとでチリ国政府は環境問題に係る調査研究、

情報提供、人材育成および環境影響評価などの研修を行う環境センター（CENMA）の設立を

計画し、1992年10月に我が国に対し、プロジェクト方式技術協力を要請してきた。これを受

けて国際協力事業団は1992年11月に基礎調査、1994年３月に事前調査、同年８月に長期調

査、同年10月に機材計画調査をそれぞれ行ったうえで、1995年１月に実施協議調査団を派遣

して討議議事録（Record of Discussions：R/D）の署名を取り交わし、同年６月１日から

５年間の協力を開始した。

　　　プロジェクトは国家環境委員会（CONAMA）と国立チリ大学を実施機関とし、チリ大学内に

設立されたCENMAの調査・研究活動に対して、①大気汚染気象予測  ②産業廃水・水質管理

　　③産業廃棄物管理 ④大気汚染管理の４分野の専門家を派遣し、技術移転を行ってきた。

　　　協力開始後、1997年１月に計画打合せ、同年11月に巡回指導の両調査団を派遣したが、協

力期間が残り１年となった1999年６月には、プロジェクトの終了時評価に向けてチリ側の実

施体制の整備およびこれまでの協力内容の整理などにつき指導、提言を行う必要が生じたた

め、運営指導調査団を派遣した。この結果、プロジェクト運営上改善すべき事項としてチリ

側と以下の点を合意した。

　　　１）CENMA財団理事会はCONAMAの代表を同財団理事会のメンバーとして参加させることと

する。また、CENMAの顧問委員会やCENMA運営委員会にもCONAMAの関係者を参加させる方

向でCONAMAとチリ大学との間で協議を進める。これによりCONAMAとCENMAの関係が緊密

になり、CONAMAの意思がCENMAの運営に反映できることとなる。

　　　２）チリ側は、終了時評価調査団を派遣するまでにCENMAを自立した高い技術レベルを持

つ機関とするための改善計画を、財政支援策も含め策定する。

　　　３）将来的にCENMAをレファレンスラボとして運用できる体制を確立するため、国際的な

認証（ISO25）を獲得する方向で整備を進める。

　　　４）R/Dの活動項目の中で協力期間内に達成が難しい項目については、引き続き達成でき

るよう努力する。
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　(2) 調査団派遣

　　　今般、６月の運営指導を受け、また官庁の上層部人事が刷新される可能性のある大統領選

挙が行われる前の段階で、R/Dに定められた条項に基づき、以下を目的とする終了時評価調

査を行った。

　　　１）これまで実施してきたプロジェクトの活動、運営およびカウンターパートへの技術移

転状況につき、関係者間で情報の共有を図るとともに分析する。

　　　２）評価５項目（目標達成度、効果、実施の効率性、計画の妥当性、自立発展性の見通

し）の観点からプロジェクトの達成度を判定、評価する。

　　　３）評価結果から他のプロジェクトの形成、運営、評価などの参考となる教訓を導き出

す。

　　　４）評価結果に基づき、今後の本プロジェクトの展望につきチリ側実施機関と協議する。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

　 団員氏名　　　 担当分野　　　　　　　　　　　　所　　属　　先

　田中　研一　団長／総括　　　　国際協力事業団国際協力専門員

　平沢　正信　大気汚染気象予測　気象庁気象研究所予報研究部第三研究室室長

　中原　東郎　産業廃水　　　　　生命工学工業技術研究所微生物機能部主任研究官

　川村　　清　産業廃棄物管理　　大阪市役所環境事業局業務部産業廃棄物指導課課長

　植弘　崇嗣　大気汚染管理　　　環境庁国立環境研究所国際共同研究官

　岸並　　賜　評価分析　　　　　(株)パデコ　コンサルティング部シニアアナリスト

　水野　　隆　計画評価　　　　　国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第二課課長代理
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１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

      期間：1999年11月１日（月）～11月13日（土）

日順  月日（曜日） 　　　　　　 調　　査　　内　　容 　備　　　考

 １ 11月１日(月) 移動　成田～米国ダラス経由

 ２ 　　２日(火) サンチアゴ着 サンチアゴホテル

CONAMAとの協議 於　CONAMA

在チリ日本大使館表敬 於　大使館

JICA事務所との打合せ 於　JICA事務所

 ３ 　　３日(水) CENMA施設視察およびCENMA所長との協議 於　CENMA

チリ大学との協議 於　チリ大学

国際協力庁（AGCI）との協議 於　AGCI

 ４ 　　４日(木) チリ側評価チームとの打合せ 於　CENMA

CENMA所長との協議

専門家およびカウンターパートからのヒアリング

 ５ 　　５日(金) 専門家およびカウンターパートからのヒアリング 於　CENMA

 ６ 　　６日(土) 資料整理

 ７ 　　７日(日) 資料整理

 ８ 　　８日(月) 合同評価チームによるミニッツの協議 於　CENMA

 ９ 　　９日(火) 合同評価チームによるミニッツの協議 於　CENMA

 10 　　10日(水) 合同評価チームによるミニッツの協議 於　チリ大学

 11 　　11日(木) 合同評価チームによるミニッツの協議 於　CONAMA

ミニッツ署名・交換 於　CONAMA

団長主催昼食会

JICA事務所報告 於　JICA事務所

移動　サンチアゴ発

 12 　　12日(金) ロスアンジェルス経由

 13 　　13日(土) 成田着
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

　(1) チリ国環境センター（CENMA）

Juan Escudero 所長

Ingrid Rozas 企画部長代行

Pablo Ulriksen 大気汚染気象予測および大気汚染管理分野チーフ

Ana Maria Sancha 産業廃水・水質管理分野チーフ

Jose Arellano 産業廃棄物管理分野チーフ

Pablo Richter ラボラトリーチーフ

　(2) 国家環境委員会（CONAMA）

Rodrigo Egaña 長官

Patricia Matus 環境汚染対策・規制部長

Catherine Kenrick 国際協力部長

Cristian Stange プロジェクト担当室

　(3) チリ大学

Luis Riveros 学長

Eduardo Shalscha 化学薬学部教授（学長顧問）

Gustavo Montes 対外プロジェクト担当部長

Miguel Sanchez 経済学部環境経済学科教授

Tomas Cooper 農学部環境学科教授

M. Estrella Baez 化学薬学部化学分析科教授

Paulina Pino 医学部公衆衛生教授

Manuel Oyarzún 医学部呼吸疾患教授、医学部環境センター長

　(4) 国際協力庁（AGCI）

Bernardino Sanhueza 法務室長

Arturo Vergara アジア・太平洋プログラム担当官

Ivan Mertens 環境分野担当官

　(5) 在チリ日本大使館

成田　右文 大使

實井　正樹 一等書記官（経協担当）
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日下部　英紀 二等書記官

　(6) JICAチリ事務所

村上　正博 所長

吉田　英之 技協総括

小林　としみ プロジェクト担当

鈴木　恵子 通訳（メキシコから派遣）

　(7) チリ国環境センタープロジェクト専門家

乙間　末廣 チーフアドバイザー

外山　　孝 業務調整

鈴木　隆史 産業廃水・水質管理

江口　芳夫 産業廃棄物管理

伊藤　正志 大気汚染管理

１－５　評価の方法１－５　評価の方法１－５　評価の方法１－５　評価の方法１－５　評価の方法

　本調査団とチリ側評価チームの合同評価とし、JPCM手法に基づいてプロジェクトの達成度につ

き、５項目（目標達成度、効果、実施の効率性、計画の妥当性、自立発展性の見通し）の観点か

ら、以下を材料に評価を行った。

　(1) R/D

　(2) プロジェクト実施中に結ばれたミニッツ

　(3) 日本側専門家およびチリ側カウンターパートからのヒアリング

　(4) プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

　チリ側評価チームの構成は次のとおりである。

　・Ms. Patricia Matus 環境汚染対策・規制部長 CONAMA

　・Ms. Catherine Kenrick 国際協力部長 CONAMA

　・Mr. Eduardo Schalscha 学長顧問 チリ大学

　・Mr. Manuel Oyarzún 医学部環境センター長 チリ大学

　・Mr. Gustavo Montes 対外プロジェクト担当部長 チリ大学
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２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約２．要　約

　本終了時評価調査団は1999年11月2日から同11日までチリ共和国に滞在し、チリ側評価チーム

と合同で「チリ国環境センタープロジェクト」の最終評価にあたるとともに、プロジェクトの終

了に向けての対応並びに終了後の対応策について検討と提言を行った。

　評価はJPCM手法による計画達成度の把握と評価５項目の分析により行われた。その結果、建物

の建設が遅れたこともあって、大気汚染気象予測分野を除く各分野の汚染状況の把握／管理手法

の確立などにおいて、目標達成には到っていないことが確認された。このため合同評価チーム

は、日本政府にプロジェクト延長が望ましい旨、提言することで合意し、合意結果を合同評価報

告書（付属資料１）に取りまとめて署名を取り交わし、日本・チリ両国政府関係機関に提出した。

　本終了時評価調査の主な内容は以下のとおりである。

　(1) 各分野の目標達成度

　　１）大気汚染気象予測分野

　　　　活動３項目（大気汚染気象観測の強化、大気汚染シミュレーションモデルの開発、客観

的天気予報技術の開発）の計画は、プロジェクト終了までにほぼ達成できる見込みで、協

力の終了は可能である。しかしながらわが国との協力で開発された同モデル及び予報技術

をチリ側だけで安心して運用していく為にも継続した支援をチリ側は要望している。

　　２）産業廃水・水質管理分野

　　　　「水質分析手法の検討」と「産業廃水の排出実態の把握」についてはおおむね当初計画

が達成され、分析も十分にできるとみられるが「首都圏における水質モニタリング手法お

よび水質管理手法の検討」と「業種ごとの廃水処理技術」は十分に達成されていない。研

究能力の高いカウンターパートやラボ要員の確保が課題である。

　　３）産業廃棄物管理分野

　　　　ラボは整備が完了し、機器は計画実施に十分であるが、ガラス機具類が絶対的に不足し

ている。廃棄物試料が不均一なため、さらに研究・研修が必要である。CENMAの応用研究

に対する認識が薄く、計画的にカウンターパートの能力を開発しようとする発想がない。

近く制定される有害廃棄物管理規制法を機に活動を強化する必要がある。

　　４）大気汚染管理分野

　　　　発生源を特定するインベントリ活動はサンチアゴ首都圏の固定および移動発生源に関し

て多くの実績を上げ、成果はR/Dで期待された以上に上がっている。しかしラボ活動は施

設整備の遅れで開始から２年半ほどしか経過していないため不十分である。大気質観測活

動はR/Dで期待した線に近づいているが、機器の維持・更新が問題である。
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　　５）環境情報・環境研修

　　　　CENMAの環境情報にかかるネットワーク機能の整備・拡充はまだ遅れている。研修につ

いては、ようやくその準備段階にたどりついたところである。

　(2) ５項目評価

　　１）目標達成度

　　　　チリ側の予算措置の遅れにより、建物・施設がプロジェクト開始から約１年半後に完成

したため、ラボ、研修プログラム、情報収集・分析活動が遅れており、研修コース等が実

施されておらずプロジェクト目標が達成されたとは言えない。

　　２）効　果

　　　　プロジェクト活動および成果が未だ不十分であり、プロジェクト目標および上位目標に

十分貢献したとは言い難い。

　　３）実施の効率性

　　　　日本側の長期・短期専門家派遣、カウンターパートの日本研修、および機材供与はプロ

ジェクト目標達成のために十分だったが、センター建設が遅れ、またプロジェクト開始後

３年間は、R/Dで約束されたカウンターパートの配置数が満たされず、プロジェクト目標

達成に支障をきたした。

　　４）計画の妥当性

　　　　R/Dに明記されたプロジェクト目標「CENMAが環境に関する情報提供および人材育成をで

きるようになる」ことはチリ国の環境政策ニーズに合致しており、プロジェクトの計画は

妥当であると言える。

　　５）自立発展性の見通し

　　　　CENMAの組織は、制度面では徐々に強化され、財政面でも現時点ではプロジェクトを重

視した予算配分が行われており、プロジェクト終了後もこのレベルが維持されれば自立発

展性はある。ただし、自立発展性を確実なものとするためには、活動による収入など、財

政的枠組みを確立し、これまで以上に人材育成による技術面の向上を計る必要がある。

　(3) 結論と提言

　　１）結　論

　　　　プロジェクトは各分野の成果により目標が達成されつつあるものの、建物・施設の建設

が遅れたこともあり、未だ十分とは言えない。
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　　２）今後の協力のあり方

　　　　CENMAの建物がプロジェクト開始から１年半あまりあとに完成したことを考慮すると、

チリ側の要望する協力延長は十分検討の余地があると思われる。また、1999年６月の運営

指導調査団による指導事項が、終了時評価調査までに検討・改善されている点も評価でき

るので、日本国内の支援体制の事情が許す限り、各協力分野で今後取り組む内容を絞り込

み、２年程度の延長について前向きに検討することを提案する。



－9－

３．協議の経緯３．協議の経緯３．協議の経緯３．協議の経緯３．協議の経緯

　(1) 国家環境委員会との協議（11月２日）

　　　1999年６月に派遣された運営指導調査団とチリ側関係機関代表の協議で、終了時評価調査

団の受入れまでにチリ側が努力し、改善を図る事項が合意された。この経緯を背景に、終了

時評価調査における一連の協議の冒頭、国家環境委員会（CONAMA）のエガーニャ長官から、

以下のとおり説明があった。

　　１）環境センター（CENMA）については、政府の方針でこれまでどおり、チリ大学が設立し

た財団の形態で運営を継続する。運営のあり方については既にCONAMA大臣会合で選出した

CONAMAの代表としてパトリシア・マトゥスがチリ大学のCENMA財団理事会に入り、運営強

化を図りつつある。

　　２）CONAMAの2000年の予算が11月中に決まるが、1999年と同額の予定である。またチリ政

府としての公式な資金の投入期限が切れる2001年以降については、CONAMAが必要と考える

活動プログラムについて、長期的な運営を行うための視点は不可欠である。日本政府とプ

ロジェクトの延長合意がなされるのであれば、少なくとも自分の任期中に最大限の努力を

してCENMAと協定を結び、財務当局と協議の上、CENMAの活動資金を確保したい。

　　３）CENMAをレファレンスラボとして運用できる体制を確立するため、国際的な認証である

ISO25を獲得する方向で整備を進めつつある。

　　４）今回の評価にあたってはプロジェクト形成に時間がかかっている点を考慮して欲しい。

CENMAプロジェクトは国内でもよく知られた成功プロジェクトである。ゆえに成功させる

のみではなく、さらによくする方法を考えるべきである。ただ立ち遅れている分野もある

ので支援をお願いする。

　(2) CENMA所長との協議（11月３日、４日両日）

　　　エスクデロ所長から次のような説明がなされた。

　　　エルウィン大統領がピノチェト大統領に代わって政権に就いた1990年頃を境に、チリは環

境に積極的に取り組むようになり、CONAMAもこの時期に成立した。本プロジェクトの概念が

できたころはCONAMAは環境基本法などの法律を整備することにその力をそそいでいた。また

過去５年間でCONAMAの長官は４人も代わっており、CENMAの立ち上げにあたっては政治的動

向の激しいCONAMAに代わり、安定したチリ大学に支援を求めた経緯がある。

　(3) チリ大学との協議（11月３日）

　　　リベロス学長から次のような説明がなされた。
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　　　チリ大学としてはCENMAが国全体に裨益する自立した機関として機能することを支援して

おり、農学、薬学、医学、経済学および建築の各分野で学部の縄張りを捨ててCENMAに技術

アドバイスをしている。現在、チリ大学とCONAMAは意見交換を活発に行うようになってお

り、CENMAの将来構想が定まるまでの移行期間を中心に両者が協力することが望まれている。

　(4) 国際協力庁（AGCI）（11月４日）

　　　アジア・太平洋プログラム担当官からの説明は次のとおり。

　　　CENMAプロジェクトはAGCIのキープロジェクトと位置づけている。CONAMAの代表がCENMA

の理事会に入ったことを評価しており、またチリ大学が支援していることで、CONAMAの長官

が大統領選挙などで交代してもCENMAとしての組織が持続する利点がある。

　(5) 日本・チリ合同評価チームによるミニッツ（合同評価報告書）の協議

　　　合同評価報告書の内容に関し、チリ側と最後まで残った協議事項は以下のとおりであっ

た。

　　１）Organizational Sustainability

　　　　In spite of the concerns expressed initially regarding the institutional

model for the project, this has proved to be appropriate to the reality of

Chilean institutional structure. CONAMA has recognized CENMA's importance

as a leading organization in the environmental field. CONAMA has appointed

its representative, ----- has gradually been strengthened.

（Ｐ47．3-6-1参照）

　　　　下線部分がチリ側の主張で、「プロジェクト開始当初、どのようなCENMAの形態が良い

のか多くの議論があったものの、実際に動かしてみた結果、現在取っている形態がチリの

現状に最も適していたことが判明した」といった内容であるが、日本側としては現在採っ

ているCENMAの財団形態は、将来にわたって政府からの予算配分が確約されたものではな

いため、国の環境研究所としては不安定と考えており、本表現の採択を見送った。

　　２）Financial Substainability

　　　CONAMA defined its budgetary draft for the year 2000 which includes a budget-

ary line of approximately 600 million pesos for CENMA. The amount remains

nearly the same as that of 1999, largely because of the Chilean government's

recognition of the importance of the Project. After the Project completion,



－11－

however, CENMA would face financial difficulties unless (the support from the

Government of Chile through CONAMA as well as other financial sources is

secured.) a financial framework is designed which, on the one hand, provides

increased autonomy and on the other, the stability necessary to maintain its

high technical level.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ47．3-6-2参照）

　　　カッコ書きの日本側提案文の代わりに、下線文をチリ側が主張した。チリ側はCENMAが高

い技術を売り物に独立して採算がとれるようになることを希望し、日本側はあくまでチリ政

府からの支援が必要との立場であった。これについては、３－６－１の下線部を見送る代わ

りに受け入れることとし、一方で、下記のRecommendationの太字部分で主張を維持した。な

お、３－６－１下線部を見送る理由として、同じくRec o m m e n d a t i o nの中に下線の部分

（autonomy）が主張されていることを挙げ、了解を得た。

　　　３）Recommendations

　　　-

　　　-

　　　Secondly, securing of continuous budgetary supply is also the paramount issue

for CENMA to conduct its activities in the context of a model of institu-in the context of a model of institu-in the context of a model of institu-in the context of a model of institu-in the context of a model of institu-

tional autonomy.tional autonomy.tional autonomy.tional autonomy.tional autonomy. In a way, CENMA might generate income as well as through

such activities as provision of consultancy and environmental analysis ser-

vices to public and private organizations. Government's budgetary support,Government's budgetary support,Government's budgetary support,Government's budgetary support,Government's budgetary support,

however, is another important element for CENMA to assure good maintenancehowever, is another important element for CENMA to assure good maintenancehowever, is another important element for CENMA to assure good maintenancehowever, is another important element for CENMA to assure good maintenancehowever, is another important element for CENMA to assure good maintenance

of its equipment and facilities, and also to make the best use of them.of its equipment and facilities, and also to make the best use of them.of its equipment and facilities, and also to make the best use of them.of its equipment and facilities, and also to make the best use of them.of its equipment and facilities, and also to make the best use of them.

（Ｐ49．4-3参照）

　　　この他の主な争点は、CENMAのチリ側カウンターパートが調査団に訴えた事項として、

CENMAで所員がもっと研究をできるようにして欲しいということがある。調査団は本意見を

妥当と考え、Recommendationsの中に記すことを主張し、最終的には文の一部に採用され

た。
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４．評価結果４．評価結果４．評価結果４．評価結果４．評価結果

４－１　分野別の現状と計画達成度４－１　分野別の現状と計画達成度４－１　分野別の現状と計画達成度４－１　分野別の現状と計画達成度４－１　分野別の現状と計画達成度

　チリ環境センター（CENMA）の分野別活動の達成度については、以下のとおり、Ａ～Ｄの達成

度評価をつけることにした。

　　Ａ：現行プロジェクト期間中に達成可能で、CENMAの本分野の自立も可能

　　Ｂ：現行プロジェクト期間中に達成可能だが、自立は不十分

　　Ｃ：現行プロジェクト期間中に達成が不可能で、自立も不十分

　　Ｄ：現行プロジェクト期間中に達成は不可能だが、チリ側の必要性が低下

　４－１－１　大気汚染気象予測分野

　　本分野の技術協力の内容は、R/Dのマスタープランにより、①チリの気象観測ネットワークの

強化、及びメソスケール気象現象の構造に関する知識を増進させるための大気観測能力を強化

すること、②首都圏における大気シミュレーション能力を強化すること、及び光化学過程を含

む大気質に関するシミュレーションモデルを開発すること、③数値予報データを含む客観的天

気予報技術を開発すること、と定められている。

　　終了時評価調査の協力分野別協議において、上記３項目の活動の現状とプロジェクト終了ま

での達成状況の見通しについて、チリ側担当者と認識の調整を行うと共に、終了後のチリ側の

活動計画等について協議を行った。

　　(1) 活動の現状と終了までの予想達成状況

　　　一部を除いてほぼ予定どおり進んでおり、活動の達成度が全般に高いことをチリ側担当者

と確認した。終了までの予想達成状況については表１（Ｐ15参照）に示す。チリ側日本側双

方がR/D達成に向けて今後も努力することを確認した。

　　　１）大気汚染気象観測の強化

　　　　チリ側の対応及び予算に依存する一部の小項目を除き、ほぼ終了した。

　　　　無償資金協力で供与された気象観測機材を用いて、地上気象観測網の拡大、境界層・高

層観測機材の設置を終了し、地上気象観測網の運用及び境界層連続観測を実施した。チリ

気象局に委託したロビンソンクルーソー島での高層気象観測については、観測開始後に気

球充填装置等が故障し、休止中である。しかし、高層気象観測を除いた地上気象・境界層

の定常観測は順調に行われている。境界層特別観測については、1997年に予備的集中観測

を２回行った後、チリ側予算がついていないため実施されていない。

　　　　高層気象観測については、CENMAがチリ気象局と観測再開ができるよう協議を行ってい
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るものの、終了時までの実施は難しい見込みである。なお、この高層観測の休止が本分野

の他の項目の活動に及ぼす影響は小さい。境界層特別観測については、シミュレーション

モデルの評価を支援するための境界層の集中観測調査を国家環境委員会（CONAMA）と共同

で計画しているが、終了時までに実施できる目処は立っていない。

　　２）サンチアゴ盆地の大気汚染シミュレーションモデルの開発

　　　　モデルの開発に関し、チリ側で首都圏環境委員会（CONAMA－RM）との業務の重複が問題

となり、CENMAがどこまで担当するかの調整に時間がかかり、1998年３月からようやく活

動を開始した。現在、急ピッチで活動が進められている。

　　　　地形・気象・発生源など初期データ収集については、発生源データの一部収集を除いて

終了した。また、気象モデルの移植及び気象シミュレーションについては、ほぼ終了し

た。移流・拡散モデルの開発と光化学反応モジュールの組み込み及び技術移転について

は、1999年10月の短期専門家派遣時に実施した。現在、光化学反応モジュールを組み込ん

だ移流・拡散モデルによる大気汚染シミュレーションのテストを行っている。

　　　　シミュレーション試験に必要な発生源データの収集を終え、光化学反応モジュールを組

み込んだ大気汚染シミュレーションの業務実験を、日本側と連絡をとりながら、チリ側が

行う。終了時までに高濃度汚染事例のいくつかのケースについてシミュレーションを行

う。なお、光化学反応モジュールの組み込みについては、CONAMAが担当することになった

ため、1999年のCENMA予算がついていないが、高濃度汚染事例についての基本的なシミュ

レーションの実施までは日本側が協力する予定である。

　　３）客観的天気予報技術の開発

　　　　現在の活動の達成度は全般的にかなり高い。

　　　　気象データ処理・収集システムの開発、気象データ収集、大気汚染気象実況解析、大気

汚染気象予測技術の導入及び予報システムの構築については、ほぼ終了した。気象データ

の収集、処理は順調に行われている。特に、境界層プロファイラーで観測された毎時の

中・下層の気温と風のデータは、高濃度大気汚染気象事例の実況解析等に威力を発揮して

いる。なお、気象データ処理・収集システムの開発の中で残っているチリ気象局とCENMA

間のデータ交換については、チリ気象局の電話回線が引かれたものの、チリ気象局のデー

タを取り込むワークステーションと電話回線の間の接続がうまくいかない等の問題があ

り、データ交換がまだ実施されていない。現在は、代替手段としてインターネットを通じ

て外部からの気象観測・予測データを入手しており、これまでの活動の継続には支障がな

い。数値予報データを用いてサンチアゴ盆地の微小粒子状物質の汚染濃度を重回帰式で予

測する大気汚染気象業務実験を、1999年７月・８月期について毎日実施した。現在1999年

７月・８月期の予測の検証を行っている。



－14－

　　　　チリ気象局とCENMA側のデータ交換については、回線が接続できるようにチリ側が対応

策を検討しているものの、終了時までに実施できる目処は立っていない。大気汚染気象予

測技術の導入・改良と大気汚染気象予報システムの構築については、２年分のデータを用

いた重回帰予測式への改良を行い、最終的な予報システムの構築を短期専門家の派遣時に

行う。また、改良した予測式による予報実験を、2000年冬の最初の期間については短期専

門家の派遣時に行う。この他、「気象学・統計的予報技術」のカウンターパート研修を

2000年１月～２月に予定している。

　(2) 残された課題

　　１）大気汚染気象観測の強化

　　　　日本側が協力すべきものについては、ほぼ終了した。今後の高層気象観測及び境界層特

別観測の実施については、チリ気象局及びチリ側の対応が必要である。

　　２）サンチアゴ盆地の大気汚染シミュレーションモデルの開発

　　　　活動の開始は遅れたが、高濃度汚染事例の基本的な大気汚染シミュレーションの実施ま

では行える見込みである。しかし、今後シミュレーションの精度を高めるなどさらに活動

を発展させるためには、空間解像度の粗い数値予報モデルと解像度の細かなシミュレー

ションモデルを接続（ネスティング）してシミュレーションを実施できるようにするなど

の活動を行うことが考えられる。

　　３）客観的天気予報技術の開発

　　　　気象データ処理・収集システムの開発については、チリ気象局とのデータ交換などのた

めのネットワークの付加や故障時の対応等、システムの再構築や継続的な運用面でなお課

題があり、CENMAが自立して活動を継続し発展させるためには、計算機システムやネット

ワークについての管理能力をチリ側が一層強化する必要がある。

　(3) 終了後のCENMAの活動計画等について

　　　本分野の各活動項目については、チリ側の対応及び予算に依存する一部の小項目を除き、

2000年５月までにR/Dをほぼ達成できる見込みであり、技術協力の終了が可能である。終了

後のCENMAの活動計画についてチリ側担当者から説明があり、「確かに本分野の活動はうま

くいっているが、まだ発展させるべき活動があり、支援の継続をぜひお願いしたい」という

要望が表明された。具体的には、シミュレーションモデルの開発のフォローアップとして、

シミュレーションをより精度良く行うために必要なモデルのネスティング技術の提供と、客

観的天気予報技術の開発のフォローアップとして、CENMAが自立して今後も活動するために

必要な計算機システムやネットワークについての管理能力の強化の２項目の要望があった。

これらの要望については、日本に持ち帰ることとした。
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　４－１－２　産業廃水・水質管理分野

　　計画の達成度については、優先度が高い「水質分析手法の検討」と「産業廃水の排出実態の

把握」については、プロジェクトの終了までにおおむね当初の計画が達成され、分析項目が明

確にされて、その多くは十分な精度で分析される能力を持ってきていると考えられる。しかし

ながら、「首都圏における水質モニタリング手法および水質管理手法の検討」については人員

不足のために達成が十分とはいえない。さらに「業種別の廃水処理技術」はCONAMAとは別の機

関（公共事業省水利局首都圏上下水道公社）の業務であり、組織的にニーズがなく、あまり達

成されていない。この分野を協力項目として維持する場合には、特別な配慮が必要と考えられる。

　　CENMAが移行期間の後に、チリにおける中心的な環境分析機関として独り立ちできるように

なるために、あるいは上記のプロジェクトを達成できるために最大の課題として挙げられてい

るのは、十分な研究能力を有するカウンターパート、ラボ要員の確保と考えられる。今回の調

査では特にCENMAスタッフが研究業務に対してどのような認識を持っているかについてヒアリ

ングを行った。その結果、依頼分析の日常業務に追われている多くの分析スタッフから、何と

か研究業務をやりたいという希望が表明された。しかし、残念ながら現在のCENMAはまだその

ような自発性を鼓舞する体制にはなっていない。CENMAの研究機関に見合う管理運営の改善が

要求される。

　　調査として、CENMAの見学、鈴木隆史専門家、カウンターパートの方々との話し合いの他に

鈴木隆史専門家、カウンターパートのLeonora Duk Rumieさんの手配により当該分野の全て

の研究員と直接に面接を行った。

　　本分野の分析装置は、おおむね良好な状態で使用・管理されていると思われたが、実際に測

定をする時に必要となる周辺のガラス器具類、薬品類などの消耗品が不足しているように見受

けた。また装置類の豊富さに比べてマンパワーが少ないように感じた。これらの問題は、後述

のようにチリ側の運営上の問題でもあるが、日本側から資金面、人材面の支援がさらに必要と

思われた。

　　カウンターパートとの面談において、複数の分析担当者からResearchをやりたいが、日常の

分析業務しかできない状態でいるとの話があった。彼らが研究活動をもっとやりたいとの希望

をもっていることは、そのこと自体、研究を遂行する資質を備えていると考えられる。ただ

CENMAの研究環境がその希望をかなえられるような体制になっていないと考えられた。分析担

当者が測定し、その上のチーフなどは測定法の実際を知らないで解析する（その状況下では

データの解析はむずかしい）といった二分化状態があり、この点、我が国における研究所と異

なると思われるが、この点については少しずつではあるが改善されつつある。また実験結果を

チリ化学会で発表する努力も進んでいる。

　　前記消耗品の不足以外に特に問題と考えられたのは２点ある。第１にドラフトの不足あるい
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は性能不足であり、そのために溶媒抽出が効率よく行えないこと、第２にサンプルを保管する

ための冷蔵スペースがきわめて不足していることである。ドラフトは揮発性溶媒を吸い込まな

いための研究従事者の健康に直接関係する施設であり、冷蔵スペースの不足と併せて、これら

の問題点は早急に改善される必要がある。

　　マンパワーの不足という点については、人数が足りないということと、研究従事者の質が足

りないという両面がある。研究従事者の質については前記のように、十分な資質を備えた人が

いても、研究を奨励するような体制・運営になっていないことが問題であると思われた。ガラ

ス器具などの消耗品の購入にさえ、すべて所長の決裁が必要という運営では、研究者が研究を

やりたくてもできないであろう。この状態が続くと、せっかく十分に研究できる人が育ったと

しても、その人を失うことになりかねない。

　　CENMAが国を代表する環境研究の１機関として自立していくためには、質の高い研究を遂行

していける体制・運営に改善されなければならないと考えられた。協議の中で、チリ大学の

CENMA担当責任者もCENMAの管理運営上の問題についてはあまり認識していないように思われ

た。チリ大学の側からの改善策も期待したい。

　　この点に関連してJICAの規則の中で改善されるべき点がある。それは、単行本は購入できる

が、Scientific Journalは購入できないことなどである。CENMAの図書室にもScientific

Journalが見られなかったし、研究者も読んでいる人はみかけなかった。

　　いうまでもなくScientific Journalはどこでどのような研究が行われているかを知り、ど

のような研究を行っていくかを考えるために不可欠なものである。研究という点から予算の使

い方で改善できないものだろうか。

　　以上いくつか問題点を中心に記したが、乙間末廣チーフアドバイザーをはじめ日本人専門家

とカウンターパート、スタッフの信頼関係はしっかりしており、CONAMAをはじめチリ国の各レ

ベルの関係者の、CENMAをチリ国の環境行政を推進する研究機関として自立させたいという強

い願いと希望が十分感じ取れた。日本からの支援の必要性はまさにそのとおりであるが、チリ

の環境行政をどう整え推進していくかは、最終的にはチリ国の担当者、国民にかかっている。

　　表２（Ｐ18参照）に各項目の評価を記す。
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　４－１－３　産業廃棄物管理分野

　　(1) プロジェクト活動の現状と終了までの達成状況

　　　１）R/Dの付属書に基づく４項目の内「産業廃棄物の有害物質の分析手法の検討（表３／

３－１）」は、プロジェクト終了までに、マニュアルどおりのことはほとんど達成され

る。しかし、応用分析技術という面では不安が残る。分析技術の向上はどの分野でも毎

日の努力目標であり、また新規物質が順次でてくる昨今では、日々の正確な分析作業が

表－２　産業廃水・水質管理分野のR/D達成度評価

　　　　　　　　　　　　　活　　動　　項　　目 評 価

２－１　首都圏における水質モニタリング手法および水質管理手法の検討 　Ｂ

　(1) 水質モニタリングおよび管理システムの調査 　Ｂ

　(2) 排出基準に関連した水質データの収集、解析 　Ｂ

　(3) 水質モニタリングおよび管理システムのモデル化の検討 　Ｄ

　(4) モデルの検証 　Ｄ

２－２　水質分析手法の検討 　Ｂ

　(1) 現行分析法の検討 　Ａ

　(2) 分析法の検討（プライオリティーの高い汚染物質） 　Ｂ

　(3) ラボ分析体制の整備Ｂ 　Ｂ

　(4) 試料の採取、保存、前処理マニュアルの検討 　Ａ

　(5) 水質のクロスチェックシステムの検討 　Ｂ

２－３　産業廃水の排出実態の把握 　Ｂ

　(1) 公的機関からの分析データの収集及び検討 　Ａ

　(2) 主要汚染業種、事業所等の明確化、インベントリー作成 　Ａ

　(3) 汚染源事業所等の製造プロセス、廃水等排出箇所のフローダイヤグラム作成 　Ａ

　(4) 主要汚染源業種、事業所等所在分布の作成 　Ｂ

　(5) 現地調査、実試料採取、分析によるデータの検証 　Ｂ

２－４　業種ごとの廃水処理技術 　Ｄ

　(1) 前処理、廃水処理法の調査およびインベントリー作成 　Ａ

　(2) 前処理（除害設備）マニュアルの検討 　Ｄ

　(3) 廃水処理管理マニュアル検討 　Ｄ

２－５　研修 　Ｂ
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精度の向上につながるので、今後とも研修、自己研鑽が必要である。（各項目別評価は

Ｐ22－表３参照）

　　　　・ラボは整備が完了し、機器は現在の業務計画に十分であるが、ガラス器具類が絶対的

に不足している。

　　　　・有害廃棄物規制法が発効すると、拡充が必要になるだろう。

　　　　・廃棄物ラボのカウンターパートは３名。１名がラボ責任者で、２名が分析者。

　　　　・廃棄物資料は不均一なため更なる研究及び研修が必要。

　　　２）「産業廃棄物排出量の把握方法の検討（表３／３－２）」では、達成度は高いと考え

られる。しかしながら、廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルはこの国自身、質

より量を求める国であり、リサイクルしたものは技術レベルからいって商品になりにく

い。従って、国自身の方針にもかかわることから、リサイクル法、リユース法などの法

律の整備を図り、達成度は時間をかけて上げるよう働きかけるとともに、チリ側の努力

が求められる項目である。

　　　・有害廃棄物の定義などに関しては、有害廃棄物管理規制法がまだ案の段階であり、早期

成立が必要である。

　　　３）「不法投棄の実施及び汚染状況の実態把握手法の開発（表３／３－３）」について

は、首都圏に100近い不法投棄場所があり、これから発生する廃棄物に対し発生源での

排出抑制や減量化を最優先しつつ、発生した廃棄物を適切に再利用・処理・処分する仕

組みづくりに取り組むと共に、既にある不法投棄場所の危険度の評価と優先度に応じた

対処が必要である。

　　　　・不法投棄によって生じる汚染度の状況調査をするための分析ラボでの検体受入能力、

レベルが必要である。

　　　　・不法投棄の原状回復の研究について、一般的に投棄場所の原状回復は、投機者が判明

しても、投棄者に回復させる能力がなければ行政がするしかない。

　　　　・有害廃棄物管理規制法の早期成立で対応が可能となる。

　　　４）「調査・収集データを基に産業廃棄物の適正な処理方法の検討（表３／３－４）」

　　　　　「処理方法、処分業者の登録及び情報収集ネットワーク網の作成への貢献」について

は首都圏環境衛生局固定発生源監視プログラム事務所（PROCEFF）が実施。これ以外は

有害廃棄物管理規制法の早期成立が必要である。

　(2) プロジェクト目標達成のために、今後日本側・チリ側双方に必要なCENMAにおける活動・

投入計画案

　　　廃棄物分野の長期専門家のリクルートが極めて困難な状況の中で、江口芳夫長期専門家を
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核として、短期専門家を必要に応じて派遣することにより、対応するのがよいと考える。一

方、分析ラボのカウンターパートを日本に受入れ、個別の研修を充実させることを基本とし

て行く。

　　　１）「産業廃棄物の有害物質の分析手法の検討（表３／３－１）」の分析技術の向上項目

では、カウンターパートの採用時のレベルに大きく依存する。米環境保護局（EPA）と

JISの分析方法には、検体の前処理に大きな違いがある。機器分析に関しては、例えば

ガスクロマトグラフに使うカラムや設定条件の違いがあっても、操作やサンプルのイン

ジェクションの方法はすべて共通である。EPA分析方法をCENMAで実施していくとの方向

を決定していると判断すると、EPAの分析方法を習得する方法はCENMA予算でアメリカ

EPAへ研修に行かせることが最善と思う。また、それ以前にするべきこととして、チリ

大学、カトリカ大学の分析ラボ及びCENMAよりレベルの高い民間ラボへ研修に行かせる

などの任国での努力が必要と考える。

　　　２）CENMAはチリ国における環境管理、環境研究、環境監視の中心的センターを目指すた

めにも、ラボの国際的認証（ISO25）取得が必要である。現状ではスタッフの質、人員、

経験からみて少し困難な気がする。取得するには、現在ラボスタッフカウンターパート

の中堅が不足しているため、経験豊富な中堅者を採用してスタッフのピラミッド型を形

成し、併せてその日本研修が必要と考える。また、中堅者が、部下の指導、ラボへのア

ドバイスがしやすいシステム作りを行う。内部で、江口専門家が指摘されている毎週金

曜日のショートタイムレクチャーなどを継続していくことが必要と思われる。それらの

建設的な意見がCENMAの理事会に反映されるようになるべきである。

　　　３）PP４については、近い将来成立が期待されている有害廃棄物管理規制法の成立を契機

として有害廃棄物の処理計画、実施計画を作成する等により活動を強化する。有害廃棄

物規制法に魂を入れていくのはCENMAの役目である。

　　　４）プロジェクトの期間内に終了を目指す目標を再度設定し、構築計画→基本計画→整備

計画（インフラ整備を含む）→実施計画を作成し、問題点をクリアしていくことで上位

計画へ移行していくことを検討する。ラボのISO25もいずれは必要と考えるが、並行し

てCENMAがISO14000（環境ラベリング、環境パフォーマンス等）を取得する方向を考

え、今後良好な独立経営を考えて行く必要がある。

　　　５）情報分野においては、良質なパンフレット作り、ビデオ作り及びホームページの作成

によってプロジェクト期間内に、CENMAを宣伝する必要があると考える。

　　　　プロジェクトの達成度を考慮すると、もっとも大きな要因が資金、人材、物である。延

長を目指すには、CENMAの所長が指揮官としての十分な能力を有するかどうか疑問が残る。
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CENMAの所長は応用研究の必要性についての認識が非常に薄く、CENMAの分析能力について

も、計画的に分析のカウンターパートの能力開発を進めて行こうという発想がないことが

問題である。

　　　　CENMAはCONAMAとチリ大学とで設立された公益法人であり、プロジェクトの終了後は独

立採算を余儀なくされると考えられる。

　　　　もし、企業として経営をしていくなら、抽象的ではあるが終了前に企業経営としての目

的、経営管理の必要性、また、人材の能力開発を含めた組織体制の見直しをする必要があ

ると考える。

　　　　CENMAがチリ国におけるシンクタンクになり、そこから優秀な人材を輩出していこうと

考えるなら同国の相当な努力が必要である。ラボはISO25を取得し、CENMA自身もISO14000

を取得すれば、独立したコンサルタントになって自立していけると考える。
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表３　産業廃棄物管理分野のR/D達成度評価

　　　　　　　   　　　活　　　動　　　項　　　目 評　価

３－１　産業廃棄物の有害物質の分析手法の検討

　(1) 廃棄物分析ラボのインフラ整備 　Ａ

　(2) カウンターパートの組織化 　Ａ

　(3) カウンターパートの活動体制及び未技術移転の確立 　Ａ

　(4) サンプリング方法の検討 　Ａ

　(5) 分析方法及び技術の確立 　Ａ

　(6) 分析技術の精度向上 　Ｂ

３－２　産業廃棄物排出量の把握方法の検討

　(1) 産業廃棄物の定義、カテゴリー、基準の設置 　Ｂ

　(2) 事業場等から生じる廃棄物の質・量並びに排出量等に関する検討 　Ａ

　(3) 工場等の製造工程を把握するために立ち入りを行うとともに、発生量、排 　
Ｂ

　　出量等に関するアンケート調査結果の検討

　(4) 毎年の排出量の予測調査 　Ａ

　(5) 廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルの確立 　Ｃ

　(6) 産業廃棄物の排出抑制のための技術・政策の研修 　Ｃ

３－３　不法投棄の実施及び汚染状況の実態把握手法の開発

　(1) 不法投棄の分析調査、処分場及び不法投棄によって生じる汚染度の状況調査 　Ｃ

　(2) 不法投棄の処理及び投棄場所の原状回復の研究 　Ｃ

　(3) 排出事業者、収集運搬、処分業者に対する不法投棄防止のための啓発及び 　
Ｃ

　　環境教育の実施 　

３－４　調査・収集データを基に産業廃棄物の適正な処理方法の検討

　(1) 廃棄物の種類により、処理・処分方法の作成に向けての検討 　Ｃ

　(2) 処理方法、処分業者の登録および情報収集ネットワーク網の作成への検討 　Ａ

　(3) 排出事業者および収集運搬業者の責務の確立支援 　Ａ

　(4) 処理処分に関する諸外国の新技術の検討 　Ｂ
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　４－１－４　大気汚染管理分野

　　(1) 概　論

　　　大気汚染管理分野のR/Dの達成状況は、一部の項目を除いて、2000年５月のプロジェクト

終了時においてはおおむね当初の計画を達成できると思われ、プロジェクトとしては順調な

進展をみせてきた。これは、実験室の建設がプロジェクト発足後１年半以上遅れたことを考

慮すると、日本側専門家とチリ側カウンターパートの大きな努力の賜物である。

　　　しかし、実験室（ラボ）に係る項目は達成度が不十分である。ラボ活動は、本プロジェク

トにとって不可欠であり、この部分の達成なくしては、「仏作って魂入れず」と言わざるを

得ない。先述のように、チリ国側の事情で実験室の立ち上げが遅れ、更にチリ国側カウン

ターパートの不足もあり、この間の日本側専門家の努力が報われない結果になったと思われ

る。

　　　このような状態に関して、1999年に入ってチリ国側は納得のできる形の対処方針を提示し

てきている。これらは、チリ側カウンターパートの人的充実、ISO25関連の認証取得にみせ

る意欲と行動、更にセンター全体の運営に関するCONAMA関与の保証などである。

　　　全般に、情報収集が中心である項目の達成度は高く、実際に機器等を利用して測定し、そ

れらのデータを評価する項目の達成度が低い。センターの目標の中心をなす「レファレンス

ラボ」の機能は、まさにこの部分に存するものである。チリ国における高等教育、特に環境

測定の中心をなす化学教育の現状からすれば、海外で教育を受けたり、研究を実施したりし

た経験のある僅かなカウンターパートを除くと、実際に機器を使用して測定を行うのはCENMA

に入ってからという例も多いと思われる。したがって、今後の日本側専門家の対応として、

日本における大学学部及び大学院前半程度の化学を中心とした理科系教育も、視野に入れる

必要がある。

　(2) CENMAにおけるヒアリング

　　　11月４日（木）、５日（金）の両日、CENMAのチリ側カウンターパートに対して、インタ

ビューを行った。インタビューには日本側の伊藤長期専門家も同席した。

　　　１）大気汚染物質のサンプリングと分析手法の検討

　　　　　11月５日午前と午後の２回にわたり、ラボ活動について、Pablo Richter, Rodrigo

Romeo, Pedro Oyola（午前のみ）３氏にインタビューした。CENMAのラボ活動につい

てラボのトップであるリヒテル氏が出席したのは大気分野のみであり、ラボ活動全般に

関する意見交換も行った。ラボ活動は、施設の整備の遅れで、スタートしてから２年半

ほどしか経過していないため、R/Dの達成度合いは良くない。更に、資金源となってい

るCONAMAから、急遽環境計測キャンペーンなどにかり出されるなど、ラボ構成員の技
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術・研究活動の能力向上を図る点でも問題があると思われる。一部の技術レベルについ

ては、ISO25の認証も受けられる程度まで向上しているものの、全般的、特にCENMAがチ

リにおける環境測定の先導的機関として発展していく上で不可欠な、研究能力の向上に

ついては、一段の努力が必要である。

　　　２）自動観測と必要時のサンプリング・分析による大気汚染状況の評価

　　　　　11月５日午後、自動観測を中心とする、大気質観測活動に関して、Pablo Ulriksen,

Gerardo Alvarado, Cristian Santana, Pedro Oyolaの４氏から聞き取りを行った。

自動測定器はCENMAに移動型２台、首都圏環境衛生局（SESMA）に固定局７台が無償供与

されており、これらの測定データはオンラインで、CENMAに収集されている。これら測

定データと気象予測等を基にする解析は、CONAMAの大気汚染対策政策に大きく貢献して

いる。これまでは、浮遊粒子状物質を中心に行っているが、将来は光化学オキシダント

について成果を上げたいとしている。そのためには、無償で供与された機器の一部に起

きている問題点の解決が必要である。技術レベルはR/Dで期待したものに近づいている

と思われるが、今後は機器の維持・更新がどのように継続されるかが問題である。

　　　３）大気汚染物質発生源インベントリ

　　　　　11月４日に大気汚染物質発生源インベントリ活動について、Roberto Corvalan,

Jaime Escobar, Jose Salimの３氏から聞き取りを行った。発生源インベントリ活動

は、CENMAの立ち上げ当初より活発に実施されてきており、サンチアゴ首都圏の固定及

び移動発生源に関して、多くの実績をあげ、報告書をまとめている。成果はR/Dで期待

された以上にあがっており、カウンターパートの科学的・技術的レベルは相当高く、チ

リ国内において、先導的なポジションにあると思われる。カウンターパート側の意向と

しては、今後、大型ディーゼル車や精錬施設などの発生源インベントリについて、文献

値を用いるのではなく、実際にチリにおける実測値の収集を希望しているが、特に大型

ディーゼル車にかかる部分は現プロジェクトの粋を超えると思料する。

　　　４）排出源削減計画の支援に必要な科学的知見の収集、生産及び提供

　　　　　このカテゴリーに関しては、日本側専門家からヒアリングを行った。日本の規制ある

いは対策技術の紹介に関しては、ほぼ予定どおりの成果を上げている。しかし、当初R/

Dで予定されていた「汚染対策技術マニュアルの作成」に関しては、チリ国における環

境基本法で個別技術にかかわる部分はCONAMAの役割とされていないこともあり、CENMA

としても取り組んでいないのが現状であった。

　　(3) 個別分野の達成度の評価及び今後の対応（Ｐ26－表４参照）

　　　　１）大気汚染物質のサンプリングと分析手法の検討（達成度：Ｂ）
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　　　　　R/Dにおいても、第１優先順位を与えられている項目であるが、達成度は満足のいく

レベルとは言えない。この項目は、日々向上を目指すものであるため達成度100％はな

いとしても、カウンターパートが自律的にこの項目を実施できるまでレベルを上げるこ

とが必要である。

　　　　　現状は、ISO25認証に向けて種々努力を継続しているところであり、今後数年間で、

ある程度の自律的な体制をとることができると思われる。日本側としては、認証の取得

をゴールとせず、更なる技術の革新を目指すべきことを表明し、そのための長期専門家

派遣を行うことが望ましい。

　　　２）自動観測と必要時のサンプリング・分析による大気汚染状況の評価（達成度：Ｂ）

　　　　　自動測定器の通常運転及び経常的な観測に関しては、ほぼ目標を達成できている。し

かし、測定データの分析・評価については、測定値の信頼性の確保（QA/QC）が不十分

な点、またデータの評価に関しても達成度は十全ではない。

　　　　　また、自動測定器のオペレーションマニュアルや手分析手法のマニュアルを自ら作成

したり、今後必要になると考えられる他機関に対する研修やサポートが行える状況には

達していない。

　　　　　日本側専門家のサポートが望ましい。

　　　３）サンプリングと分析による現状大気汚染排出物の特徴づけ（達成度：Ａ）

　　　　　ほとんどの項目で達成状況は良好であり、R/D作成時の期待を超えた成果をあげた部

分もある。チリ国側からは、新たな要望も出されているが、本プロジェクトの枠内と考

えられない計画もあるので、新規R/D作成時に十分な検討を要する。

　　　　　適宜、日本側からのサポートがあれば、自律的レベルを維持できる。

　　４）排出削減計画の支援に必要な科学的知見の収集、生産及び提供（達成度：Ａ，Ｄ）

　　　　　R/D作成時と、チリ国側の環境行政体制の変化もあり、個別の項目についてはCENMAの

機能として期待されていないものも存在する。「必要な科学的知見の収集、生産及び提

供」としては、一定程度の達成状況にあると思われる。
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表４　大気汚染管理分野のR/D達成度評価

　　　　  　　　　　　　活　　　動　　　項　　　目 評　価

４－１　大気汚染物質のサンプリングと分析手法の検討 　Ｂ

　(1) 公的私的機関で使われているサンプリングと分析手法の調査 　Ｂ

　(2) サンプリングと分析手法の調査および仕様の検討 　Ｂ

　(3) サンプリングと分析手法の比較および仕様の検討 　Ｂ

　(4) 現分析手法についての考察および推奨手法の提案 　Ｂ

４－２　自動観測と必要時のサンプリング・分析による大気汚染状況の評価 　Ｂ

　(1) 既存および新規設置の大気観測ステーションのデータ収集 　Ａ

　　１）大気質移動測定局の据付と運転 　Ａ

　　２）維持管理 　Ａ

　　３）調整 　Ａ

　　４）データ修正方法の確立 　Ｂ

　　５）機器オペレーションマニュアルの確立 　Ｃ

　(2) 自動観測ステーションデータの分析と評価 　Ｂ

　(3) 手動観測ステーションデータの分析と評価 　Ｂ

４－３　サンプリングと分析による現状大気汚染排出物の特徴づけ 　Ａ

　(1) 機材購入に関する技術的助言 　Ａ

　(2) 機材設置に関する技術的助言 　Ａ

　(3) 定期会議 　Ａ

　(4) 固定発生源に関する環境情報の収集 　Ａ

　(5) 固定発生源に関する大気汚染物質の分析法の調査 　Ｂ

　(6) 固定発生源に関するエミッションファクターの推定 　Ａ

　(7) 固定発生源に関する排出ガス規制基準の提案の援助 　Ａ

　(8) サンチアゴ走行モードと既存車のエミッションファクターテストの調査 　Ａ

４－４　排出削減計画の支援に必要な科学的知見の収集、生産及び提供 　Ａ

　(1) 日本の実施環境規制と対策の紹介 　Ａ

　(2) 大気汚染対策技術の紹介 　Ａ

　(3) 汚染対策技術マニュアルの作成 　Ｄ
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　４－１－５　環境情報並びに環境研修

　　(1) 環境情報

　　　　環境情報においては、CENMAの情報ネットワーク機能の整備と拡充が遅れていることか

ら、CONAMAが構築している環境情報システムの結節点として、CENMAの情報ネットワーク

の強化が期待されている。また、CENMAのホームページの作成更新なども必要となってい

るため、情報処理の専門家が延長期間中に協力する体制が望まれる。

　　(2) 環境研修

　　　　環境分野の研修についてはようやくその準備段階にたどり着いたところであり、CONAMA

としては詳細に計画を作成して、CENMAにおいて1999年度後半から実質的な環境研修を実

施していきたいとしていた。今後研修サービスを強化し、将来的には自己採算の比率を

徐々に上げていくことは、国からの経費支援が不安定になる場合が生じるのに備えて、安

定した環境研究研修活動の基盤を築くために重要な点である。

　　　　しかしながら、現状では研修の企画立案を行うべき専任スタッフは配慮されておらず、

研修計画の案を環境アセスメントのコンサルタントが急遽作成した状況であった。

　　　　CENMAの活動の柱の１つとして、下記の各種研修計画が考えられている。今回の調査で

は、現在CENMAとCONAMAとの間で協議が行われている段階であるが、環境アセスメントの

コースを実施するための予算措置はまだ講じられていないことが判明した。単発のセミ

ナーは実施されているが、研修コースとして今後計画されている本格的な研修業務を実施

に移すためには、研修の企画専任職員の配置体制が整備されることが必要である。

　　　　プロジェクト目標達成に必要な実施体制への支援策を考える場合に、本プロジェクトに

おける日本側の協力は、2000年５月末で５年間のプロジェクト技術協力期間を終了する

が、チリ側が実施した施設の建設が遅れたこと、ラボラトリーの本格的な稼動や研修実施

はこれからという状況にあることに留意する必要がある。したがって、研修分野について

は延長期間に支援を行うことが望ましく、延長期間に関する新しいR/Dを日本側とチリ側

で作成する際に、研修企画立案に経験の深い日本人専門家の参画が必要と考える。

　　　　環境研修については、1994年にCONAMA―世銀プログラムが動きはじめた頃のCONAMAの

環境研修担当責任者が、チリ国環境センターの研修分野の概要をまとめている人でもあっ

たことから、調整を行ってきた経緯がある。当時要請書として日本へ送付された公式計画

書（英文版）の46ページから51ページに研修計画の概要が記載されていたが、CONAMA―世

銀プログラムによる研修内容として考えられる項目も既に入っており、チリ国環境セン

ターの最新視聴覚機材を利用しての研修に期待がかけられていた。CONAMAの基本姿勢とし

て両プログラム間の研修内容の重複を避けるとともに、双方のプログラムの目標を明確に
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して、それぞれの特徴を生かせる分野での研修を、世銀の支援ならびに日本の支援を得な

がら実施していきたいとしていた。

　　　　なお、これまでに実施されてきた世銀の協力による研修は、一般的に環境管理組織体制

の確立に資するための理論を教えたり、環境アセスメントに関する基礎事項の理解を深め

るためのセミナー等総論的なテーマが多かった。したがって、今後CENMAにおける研修活

動としては、事例を踏まえた具体的（各論）な研修が実施されるべきである。これまでチ

リにはなかった検査分野も含まれることになると、調査、研究、分析等それぞれの目標に

合わせた研修計画が求められる。

　　　　チリ側が検討準備している研修コース（案）の概要を以下に示す。

　　　　なお、2000年にCONAMAの新体制が決まってから、これらのコースの実施についての具体

的な協議が始まるとのことである。

　　　◇大気汚染対策コース

　　　　目　　的：大気汚染対策に役立てるための導入研修

　　　　対 象 者：環境関連の行政機関職員

　　　　内　　容：大気汚染の基礎知識

　　　　　　　　　大気汚染物質

　　　　　　　　　発生源

　　　　　　　　　大気の化学変化

　　　　　　　　　大気汚染モニタリングの手法

　　　　　　　　　大気汚染と気象メカニズム

　　　　　　　　　大気汚染物質の移流

　　　　　　　　　大気汚染に関する環境アセスメント手法

　　　　研修時間：１セッション１時間30分

　　　　　　　　　合計　15セッション　22時間30分

　　　◇都市固形廃棄物管理コース

　　　　基礎情報　　　　　　　　　　　１時間30分

　　　　都市固形廃棄物管理　　　　　　４時間30分

　　　　健康への影響など　　　　　　　３時間

　　　　環境影響評価　　　　　　　　　３時間

　　　　閉鎖時の環境影響項目　　　　　１時間30分
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　　　　中継基地、衛生埋め立て

　　　　最終処分場、分析室視察　　　　６時間

　　　　　　　　　　　　　　合計　　　19時間30分

　　　　その他

　　　◇水質コース　　　　　　　　　計13時間30分

　　　◇水質モニタリングコース　　　計９時間

　　　◇排出予測コース　　　　　　　計12時間30分

　　　◇環境研修基礎コース

　　　　環境科学の基礎　　　　　　　排水、排ガス、固形廃棄物の管理と処理

　　　　環境と生態系　　　　　　　　環境アセスメントの概要

　　　　　エコシステム　　　　　　　環境関連の法体系の概要

　　　　　生物多様性

　　　　　環境と人間活動

　　　　　再製天然資源など　　　　　環境モニタリング

　　　　環境特性と影響　　　　　　　環境リスク

　　　◇環境アセスメント関連の研修コース

　　　　本研修コースの対象者は、環境審査機関の職員や環境調査に取り組むコンサルタントを

中心とし、実務レベルでの研修を行う。

　　　　・コース１

　　　　　環境アセスメントの基本概念コース

　　　　　環境アセスメントの考え方

　　　　　マニュアル、評価書による演習など　　　計７時間30分

　　　　・コース２

　　　　　環境管理計画の役割

　　　　　環境緩和策の策定など　　　　　　　　　計９時間
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　　　　・コース３

　　　　　環境アセスメントの経緯と改善策

　　　　　環境アセスメント概論

　　　　　評価手法

　　　　　環境管理計画

　　　　　応用演習など　　　　　　　　　　　　　 計９時間（２日間）

　　　　・コース４

　　　　　環境アセスメントシステムの法的側面および許認可

　　　　　環境アセスメントの法律、規則

　　　　　環境審査の仕組について、他 　　　　計４時間

４－２　５項目評価４－２　５項目評価４－２　５項目評価４－２　５項目評価４－２　５項目評価

　４－２－１　目標達成度

　　建物および施設の建設は、プロジェクトが開始された1995年６月から１年半余りが経過した

1997年１月に完了した。その後約３年にわたる日本側、チリ側双方の努力により、プロジェク

ト目標の一部は達成された。しかしながら、ラボ、研修プログラムおよび情報収集・分析の実

施の遅れにより、いくつかの主要な活動が完了していない。プロジェクト・デザイン・マト

リックス（PDM）に記されている８項目の成果は現在達成されつつあるが、いまだ十分ではな

く、プロジェクト目標が達成されたとは言えない。

　４－２－２　効果

　　プロジェクトの上位目標である「チリ国において適切な環境行政が実施される」は、プロ

ジェクトの実施過程において徐々に達成されることが期待されている。しかしながら、プロ

ジェクトの実質的な実施期間がセンターの建物・施設の建設終了後、わずか３年間であったた

め、プロジェクトの活動および成果がプロジェクト目標及び上位目標に十分貢献したとは言い

難い。

　４－２－３　実施の効率性

　　(1) プロジェクトのインプット

　　　１）日本側インプット

　　　　ａ．長期・短期専門家派遣

　　　　　　プロジェクト開始から1999年11月現在までに、延べ11名の長期専門家が派遣され
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た。また、同期間に延べ31名の短期専門家が派遣された（附属資料１ミニッツANNEX

２参照）。

　　　　ｂ．カウンターパートの日本研修

　　　　　　プロジェクト開始から1999年11月現在までに、合計23名のカウンターパートが日本

で研修を受けた（ミニッツANNEX３参照）。

　　　　ｃ．機材供与

　　　　　　1999年11月現在までに約４億8000万円の機材が供与された（ミニッツANNEX４参

照）。

　　　２）チリ側の投入

　　　　ａ．カウンターパートの配置

　　　　　　プロジェクト開始後から1999年９月現在までに延べ73名のカウンターパートが配置

された（ミニッツANNEX５参照）。

　　　　ｂ．ローカルコスト負担

　　　　　　プロジェクト開始後から1999年９月現在までに合計約28億5800万ペソ（1999年９

月末現在の基本レート１US＄＝414.95ペソで換算すると約689万US＄）のローカルコ

ストが負担された（ミニッツANNEX６参照）。

　　　　ｃ．建物・施設

　　　　　　1996年に建物建設費用として８億7600万ペソがチリ側によって負担された。

　　(2) 投入の質・量・タイミングの妥当性

　　　１）日本側の投入のうち、専門家派遣については短期・長期ともにほぼ計画どおり実施さ

れた。また、チリ側カウンターパートの日本研修は、人数・期間とも満足のいくもので

あった。供与機材の質・量はプロジェクト目標を達成するために十分であったが、投入

のタイミングについては、センター建設の遅れにより、投入時期が若干遅れた。

　　　２）チリ側の投入のうち、ローカルコスト（運営費）は、R/Dに基づいて計画どおりに提

供されている。施設はチリ側によって提供されたが、1997年の１月にようやく利用可能

となった。したがって、プロジェクト開始当初の２年間は、チリ大学の施設を利用する

こととなった。カウンターパートの配慮については、R/Dの計画と比較し、特にプロジェ

クト開始後３年間は不十分であった。

　　(3) 無償資金協力との連携

　　　　無償資金協力により供与された機材の大半はチリ国内で調達されたものであり、効率的

に使用されている。しかしながら、ごく一部の機材については購入時の選択が妥当であっ
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たとは言えず、また、設置後の保守管理についても不十分であった。今後、日本側、チリ

側双方が、関連プロジェクトに十分な注意を払う必要がある。

　４－２－４　計画の妥当性

　　R/Dに明記されているプロジェクト目標は「センターが環境に関する情報提供および人材育

成ができるようになる」ことであり、これは現在のチリ国の環境政策ニーズに合致している。ま

た、PDMの成果の部分に明記されている８項目についてもCENMAが要求されている活動と一致する

ものであり、さらに上位目標はチリの環境保全を促進するために今後ますます重要になってくる

と考えられる。したがって、プロジェクトの計画は妥当であると言える。

　４－２－５　自立発展性の見通し

　　(1) 制度的側面

　　　　CONAMAは、環境分野における主要機関としてのCENMAの重要性を十分認識しており、大

臣会合によって指名された代表がCENMAの理事会に出席し、CENMAのマネジメントに関与し

ている。さらにチリ大学は1999年６月の運営指導調査団との協議に基づいて、実行委員会

および諮問委員会を設立し、それぞれ、マネジメントおよび技術的支援を実施している。

したがって、CENMAの組織は徐々に強化されていると言える。

　　(2) 財政的側面

　　　　CONAMAは2000年度の予算計画を明らかにし、CENMAに約６億ペソの予算を配分するとし

ている。これは1999年とほぼ同額であり、チリ政府がプロジェクトの重要性を認識してい

ることのあらわれと言える。しかしながら、プロジェクトが終了した場合、自立性を高め

つつ、現在の高い技術レベルを維持するために必要な財政的枠組みを確立しない限り、

CENMAは財政的困難に直面することとなる。

　　(3) 技術的側面

　　　　CENMAが環境分野における主要機関として適切な活動を実施するためには、チリ国の環

境の質に関する正確なデータを収集・分析するとともに、環境分析において高度な技術を

持ったスタッフを増加することが、必要不可欠である。CENMAがプロジェクトにより習得

した技術を通して有意義な活動を維持してゆくためには、これまで以上に人材育成に力を

入れる必要がある。



－33－

５．結　論５．結　論５．結　論５．結　論５．結　論

５－１　教訓と提言５－１　教訓と提言５－１　教訓と提言５－１　教訓と提言５－１　教訓と提言

　チリ国環境センター（CENMA）がチリ大学の財団法人として設立されたことはチリの政治体制

と無縁ではない。チリの行政府はその時の政権に大きく左右され、政権が交代するたびに各行政

府の幹部人事の刷新が行われる。特に大気汚染はチリにおいて重要な政治／行政の関心事であ

り、野党および広く国民からのつき上げがあり、国家環境委員会（CONAMA）にとっては大きなプ

レッシャーとなっている。

　一方、チリ大学は教授などの職が政権に左右されることは少なく、さらに政府／行政への影響

力も持っている。例えば、品質管理などは政府機関にその機能はなく、チリ大学が行っているの

が実情である。したがってCENMAをチリ大学に設置して、汚染測定などを実施し、その結果を行

政に反映させることは、チリにおける大学の公共性を考えると、ごく自然な措置と考えることが

できる。

　また、CENMAの人事についてもチリ大学によって行われていることで、その硬直性が指摘され

ているものの、一方でそのために安定していることも事実である。

　さらに、CENMAがR/Dの記載活動内容とは別にプライオリティープログラム（PP）を当初さかん

に押し進めた背景については、CONAMAの業務として環境汚染、とりわけ大気汚染の状況チェック

が緊急課題として取り上げられていて、CONAMAの長官に対する国民／政府からの期待と評価が

あったことを知っておく必要がある。

　以上のCENMAの設立経緯とその活動の背景を理解した上で言えることは、本プロジェクトが設

定した目標達成のために、これまでかなりの成果を収め、またそれによりチリの環境保全政策作

成に貢献してきたことである。これはチリ大学の協力により実験機材／機具が円滑に現地調達さ

れたことと、CENMAの日本・チリ両国スタッフの日常の努力によるところが大きい。

　しかしながら、プロジェクト開始時点で設定した「成果」はCENMAの建物建設に伴う活動開始

が遅れたため、まだ道半ばである。最近、本プロジェクトと関係機関である、CENMA、CONAMAお

よびチリ大学による協力体制の改善が行われ、CONAMAの代表がCENMAの理事会のメンバーに入っ

たことは評価できる。一方でCENMAの高度な実験／試験設備を考えるに、これらを扱うスタッフ

の訓練が不十分であることは否めない。

　(1) 反省点

　　　今回の調査で明らかになった反省点としては次の３点が挙げられる。

　　１）R/D署名が完了し、協力が開始されることを確認してから初めてチリ側が建物建設の予

算を取っており、結果としてCENMAの建物がプロジェクト開始時点で完成しておらず、活
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動開始が遅れた。R/D署名までにチリ側の予算措置をうながす何らかの方法がないものか、

今後の類似協力検討にあたっては留意すべきと思われる。

　　２）日本の会計年度が４月始まり、チリの会計年度が１月始まりであり、また本プロジェク

トの開始が６月だったため、結果として本プロジェクトの予算管理について、３つの年度

を考えなくてはならなかった。業務管理を効率的に実施するためにも、可能な限り、プロ

ジェクト開始を日本もしくは相手国政府の会計年度にあわせることを検討すべきと思われ

る。

　　３）無償資金協力の一部の機材については、機種の相違などにより利用に支障が出ている。

これについては、機材を詰める段階からチリ側を含め、広く関係者の意見を聞いて実施す

る必要性を感じた。

　(2) 勧　告

　　　今回の調査の結果、勧告する内容は以下のとおりである。

　　１）CENMAの運営へのCONAMAの参画

　　　　前回の運営指導調査団により推進された事項ではあるが、CENMAの理事会にCONAMAの代

表を入れることは、CENMAの運営費を出しているCONAMAとしては重要事項であり、是非今

後とも続けていくべきと考える。

　　２）政府からの予算支援

　　　　独立法人としてCENMAが自立できる予算を確保することは将来的に不可欠である。しか

し、これまで日本の協力により設置された高額な高い技術レベルの機器を活用するために

は、当面、これまでどおりCONAMAを通じるなどして、引き続き政府からの予算支援を続け

るべきと考える。

　　３）人材の確保

　　　　CENMAは他の国からの借り物の環境基準や政策ではなく、チリに適合した環境基準／政

策を作る上での中心的役割を担う機関となるべきで、そのためにも現在CENMAに設置され

ている高度な実験機器を使いこなす優秀な人材を確保すべきである。

　　４）CENMAにおける研究の推進

　　　　CENMAにおいて、環境政策を作る上での研究など、業務に裨益する研究は必要不可欠で

あり、チリ大学からの支援を含め、組織として推進すべきである。

５－２　今後の協力のあり方について５－２　今後の協力のあり方について５－２　今後の協力のあり方について５－２　今後の協力のあり方について５－２　今後の協力のあり方について

　プロジェクトの活動に未達成部分があり、またプロジェクト開始後１年半余りを経てCENMAの

建物が完成したことを考慮するとチリ側が主張する協力の延長希望は十分検討の余地があると思
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われる。

　また、1999年６月の運営指導調査団の指導事項が今回の評価調査団来訪までに検討、改善され

ている点も評価できるので、日本国内の支援体制の事情が許すことを条件に各協力分野で今後取

り組む内容を絞り込み、２年程度の延長につき前向きに検討することを提案する。

　なお、延長を検討する場合、現在のCONAMAの幹部が交代する可能性のある大統領選挙の予定を

考慮し、2000年１月14日に決戦投票結果が明らかになった後、長期休暇に入る２月までの２週間

のうちに、協力内容案を現行の関係者との間で完成させておく必要がある。したがって、協力の

延長については遅くとも2000年１月初めまでには完成させておく必要がある。

　さらに、延長した場合の新規R/Dの署名は、2000年３月11日に新政権が発足するため、新政権

下でのCONAMAの采配の下、また、現行協力期間終了までに了する必要のある次期専門家要請書の

取り付け手続き期間も考慮し、2000年３月20日頃を目処に行うことが望まれる。

また、延長がなされた場合は、2000年６月から７月までの早い段階で新CONAMA体制と本プロジェ

クトの方向性につき協議するために、運営指導調査団を派遣することが望まれる。
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